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小
賀
野
晶
一
教
授
（
中
央

大
学
法
学
部
）
と
亀
井
隆
太

准
教
授
（
横
浜
商
科
大
学
商

学
部
）
の
共
著
に
な
る
本
書

は
、
交
通
事
故
紛
争
処
理
実

務
を
担
っ
て
い
る
実
務
家
向

け
に
、
車
両
損
害
の
最
新
裁

判
例
の
動
向
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
平
成
27
年
～
30
年

の
裁
判
例
２
３
４
件
（
一
部

に
平
成
31
年
の
裁
判
例
も
含

ま
れ
る
）
を
取
り
上
げ
、
整

理
し
、
そ
の
特
徴
や
動
向
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
も

の
で
あ
る
。
本
書
の
タ
イ
ト

ル
に
は
「
車
両
損
害
」
と
あ

る
が
、
車
両
自
体
の
損
害

（
車
両
に
は
自
動
二
輪
車
・

原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車

を
含
む
）
の
他
に
も
、
代
車

料
・
休
車
損
・
レ
ッ
カ
ー
代

・
車
両
保
管
料
・
登
録
手
続

関
係
費
・
積
荷
損
害
・
携
帯

品
等
の
損
害
・
物
損
に
関
連

す
る
慰
謝
料
も
取
り
上
げ
て

い
る
。

　
小
賀
野
教
授
の
研
究
分
野

は
幅
広
い
が
、
特
に
交
通
事

故
法
・
賠
償
医
学
に
つ
い
て

は
造
詣
が
深
く
、
交
通
事
故

法
の
論
文
や
著
書
も
多
く
上

梓
さ
れ
て
い
る
。
亀
井
准
教

授
は
千
葉
大
学
大
学
院
で
の

小
賀
野
教
授
の
教
え
子
と
伺

っ
て
い
る
。
小
賀
野
教
授

は
、
１
９
８
８
年
に
同
じ
保

険
毎
日
新
聞
社
か
ら
故
・
野

村
好
弘
東
京
都
立
大
名
誉
教

授
と
の
共
著
で
『
車
両
損
害

の
判
例
と
考
え
方
』
を
出
版

さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
新

し
く
書
き
下
ろ
さ
れ
た
そ
の

完
全
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
版
と
み

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　「
は
し
が
き
」
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
お
り
、
車
両
損

害
の
判
例
は
ほ
ぼ
定
着
し
て

い
る
が
、
実
務
家
に
と
っ
て

は
そ
の
具
体
的
な
運
用
（
具

体
的
事
案
に
お
け
る
判
断
）

が
重
要
関
心
事
で
あ
る
。
本

書
は
そ
の
期
待
に
応
え
る
も

の
で
あ
る
。

　
実
務
家
が
利
用
す
る
も
の

で
あ
る
以
上
、
実
務
家
が
座

右
に
置
い
て
必
要
に
応
じ
て

参
照
す
る
、
い
わ
ば
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
・
ツ
ー
ル
と
し
て
利

用
し
や
す
い
内
容
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
視

点
か
ら
本
書
の
特
徴
を
挙
げ

て
お
く
。

　
ま
ず
、
構
成
で
あ
る
が
、

裁
判
例
を
「
Ⅰ
　
車
両
損

害
」
「
Ⅱ
　
車
両
使
用
不
能

に
よ
る
損
害
」
「
Ⅲ
　
そ
の

他
の
損
害
」
「
Ⅳ
　
自
動
二

輪
車
・
原
動
機
付
自
転
車
・

自
転
車
の
損
害
」
に
大
き
く

分
類
し
た
上
で
、
Ⅰ
を
「
第

１
章
　
修
理
可
能
な
損
害
―

修
理
費
」
「
第
２
章
　
修
理

可
能
な
損
害
―
評
価
損
」

「
第
３
章
　
修
理
不
能
な
損

害
」
「
第
４
章
　
買
替
差

額
」
に
、
Ⅱ
を
「
第
１
章
　

代
車
料
―
肯
定
」
「
第
２
章

　
代
車
料
―
否
定
」
「
第
３

章
　
休
車
損
」
に
、
Ⅲ
を

「
第
１
章
　
車
両
の
引
き
揚

げ
費
、
レ
ッ
カ
ー
代
」
「
第

２
章
　
車
両
保
管
料
」
「
第

３
章
　
登
録
手
続
関
係
費
」

「
第
４
章
　
積
荷
損
害
」

「
第
５
章
　
携
帯
品
・
搭
載

品
、
そ
の
他
の
損
害
」
に
、

Ⅳ
を
「
第
１
章
　
自
動
二
輪

車
」
「
第
２
章
　
原
動
機
付

自
転
車
」
「
第
３
章
　
自
転

車
」
に
分
類
し
、
さ
ら
に
必

要
に
応
じ
て
各
章
を
細
分
化

し
て
整
理
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
Ⅰ
の
第
１
章

は
、
「
１
　
経
済
的
全
損
か

否
か
」
「
２
　
損
傷
の
範

囲
」
「
３
　
修
理
方
法
」

「
４
　
修
理
作
業
の
範
囲
」

「
５
　
修
理
工
賃
」
「
６
　

修
理
未
了
」
「
７
　
リ
ー
ス

車
両
」
と
い
う
具
合
に
細
分

化
し
て
裁
判
例
が
整
理
さ
れ

て
い
る
。
目
次
も
同
様
に
細

分
化
さ
れ
、
さ
ら
に
目
次
に

は
裁
判
例
ま
で
表
示
さ
れ
て

い
る
。

　
一
つ
一
つ
の
裁
判
例
に
つ

い
て
は
、
冒
頭
に
「
基
本
情

報
」
と
し
て
、
①
車
両
の
種

類
②
車
名
（
国
産
・
外
国
車

別
）
③
初
度
登
録
④
登
録
か

ら
の
経
過
年
⑤
走
行
距
離
―

が
共
通
情
報
と
し
て
掲
げ
ら

れ
て
い
る
（
判
決
文
か
ら
明

ら
か
で
な
い
と
き
は
そ
の
一

部
の
み
）
。
判
決
文
は
比
較

的
長
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る

が
、
長
い
判
決
文
に
つ
い
て

は
論
点
ご
と
に
「
◆
」
で
小

見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る

の
で
、
大
変
理
解
し
や
す

い
。
判
決
の
出
典
と
し
て

は
、
交
通
事
故
民
事
裁
判
例

集
（
交
民
）
、
自
保
ジ
ャ
ー

ナ
ル
（
自
保
）
、
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／

Ｄ
Ｂ
（
株
式
会
社
Ｔ
Ｋ
Ｃ
提

供
の
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

の
三
つ
で
あ
る
（
ウ
ェ
ス
ト

ロ
ー
か
ら
の
出
典
が
１
件
あ

る
）
。
実
務
家
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
出
典
か
ら
判
決
文

全
体
を
参
照
す
る
こ
と
も
さ

ほ
ど
難
し
く
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
巻
末
に
は
判
例
索
引
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
「
裁
判
例

一
覧
表
」
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
①
車
両
種
類
②
車
名

（
国
産
・
外
国
車
別
）
③
初

度
登
録
④
登
録
か
ら
の
経
過

年
数
⑤
走
行
距
離
⑥
裁
判
所

の
判
断
―
が
記
載
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
必
要

な
裁
判
例
を
見
つ
け
出
す
こ

と
も
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
本
書
は
本
文
だ

け
で
あ
れ
ば
（
末
尾
の
裁
判

例
一
覧
表
を
含
め
て
も
）
２

７
５
㌻
と
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
日
ご
ろ

座
右
に
置
い
て
参
照
す
る
に

は
手
ご
ろ
な
分
量
と
な
っ
て

い
る
。

　
本
書
は
、
前
述
の
と
お

り
、
交
通
事
故
紛
争
処
理
実

務
を
担
っ
て
い
る
実
務
家
が

紛
争
処
理
に
当
た
り
、
必
要

に
応
じ
て
裁
判
例
を
確
認
す

る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
性
格
上
、
文
献
の

引
用
は
多
く
な
く
、
理
論
的

な
分
析
・
検
討
や
提
言
が
な

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
所
々
に
簡
潔

な
解
説
が
挿
入
さ
れ
、
「
読

み
方
」
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
判
例
中
心
の

書
籍
は
、
ど
う
し
て
も
数
年

で
情
報
が
古
く
な
る
と
い
う

課
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
、

数
年
ご
と
に
新
し
い
裁
判
例

を
補
充
し
た
（
あ
る
い
は
差

し
替
え
た
）
改
訂
版
の
刊
行

が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
交
通
事
故
紛
争
処
理
実
務

を
担
っ
て
い
る
実
務
家
の
方

々
に
ぜ
ひ
座
右
に
備
え
て
い

た
だ
き
た
い
一
冊
で
あ
る
。

　（
Ａ
５
判
／
２
９
６
㌻
、

保
険
毎
日
新
聞
社
刊
、
２
０

２
０
年
６
月
発
行
、
本
体
価

格
３
２
０
０
円
＋
税
）

［評者］　

北
河 

隆
之 

（
弁
護
士・琉
球
大
学
名
誉
教
授
）

実
務
家
向
け
に
最
新
判
例
の
特
徴
・
動
向
解
説

　
あ
い
お
い
ニ
ッ

セ
イ
同
和
損
保
神

奈
川
中
央
支
店
と

㈲
三
恵
保
険
事
務

所
は
５
月
21
日
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
予
防
の

た
め
、
抗
菌
ス
プ

レ
ー
等
51
本
を
神

奈
川
県
秦
野
市
に

寄
贈
し
た
。
同
日
、
秦
野

市
役
所
市
長
室
で
行
わ
れ

た
寄
贈
式
に
は
、
秦
野
市

の
高
橋
昌
和
市
長
、
あ
い

お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
保

神
奈
川
中
央
支
店
長
の
川

崎
弘
毅
氏
、
同
支
店
厚
木

支
社
長
の
鎌
倉
慶
太
氏
、

同
支
店
厚
木
支
社
の
西
優

里
加
氏
、
三
恵
保
険
事
務

所
代
表
取
締
役
会
長
の
大

屋
富
茂
氏
、
同
事
務
所
代

表
取
締
役
社
長
の
大
屋
崇

氏
が
出
席
し
た
。

　
今
回
の
寄
贈
は
、
今
年

３
月
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ

り
手
洗
い
や
除
菌
の
重
要

性
が
話
題
に
な
る
中
、
連

携
協
定
を
締
結
し
て
い
る

秦
野
市
を
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
三
恵
保
険
事

務
所
と
と
も
に
、
秦
野
市

に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
予
防
グ
ッ
ズ
を
寄
贈

す
る
こ
と
と
し
た
も
の
。

　
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同

和
損
保
と
秦
野
市
は
、
２

０
１
７
年
３
月
か
ら
連
携

協
定
を
締
結
し
て
お
り
、

過
去
に
も
「
安
全
運
転
講

習
会
」
や
「
要
配
慮
者
利

用
施
設
管
理
者
向
け
水
害

等
の
備
え
説
明
会
」
を
開

催
し
て
い
る
。
19
年
に

は
、
「
学
校
給
食
調
理
員

及
び
栄
養
士
夏
期
研
修
会

（
食
中
毒
防
止
セ
ミ
ナ

ー
）
」
「
保
育
所
（
こ
ど

も
園
）
で
の
安
全
な
環
境

づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
」
な
ど

を
開
催
。
ま
た
、
11
月
の

秦
野
市
民
の
日
に
は
、
健

康
づ
く
り
課
ブ
ー
ス
で
乳

が
ん
チ
ェ
ッ
ク
キ
ッ
ト
の

提
供
な
ど
も
行
っ
て
い

る
。

　
秦
野
市
の
高
橋
市
長
は

「
継
続
的
な
支
援
に
感
謝

し
て
い
る
。
ま
た
、
今
回

寄
贈
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
に
係

る
商
品
に
つ
い
て
は
市
内

の
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中

学
校
に
寄
付
す
る
こ
と
を

予
定
し
て
い
る
」
と
コ
メ

ン
ト
。
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ

イ
同
和
損
保
の
川
崎
神
奈

川
中
央
支
店
長
は
「
今
後

も
秦
野
市
の
皆
さ
ま
に
少

し
で
も
役
に
立
て
る
『
地

域
創
生
メ
ニ
ュ
ー
』
を
案

内
し
、
秦
野
市
と
と
も
に

発
展
・
成
長
し
て
い
け
れ

ば
と
考
え
て
い
る
」
と
述

べ
た
。

　
同
社
で
は
今
後
も
、
各

種
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供

を
継
続
し
、
地
域
に
貢
献

し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

あいおいニッセイ同和損保

寄贈式の様子（左から三恵保険事務所の
大屋会長、高橋秦野市長、あいおいニッ
セイ同和損保の川崎神奈川中央支店長、
三恵保険事務所の大屋社長）

『
車
両
損
害
の
最
新
判
例
と
そ
の
読
み
方
』

小
賀
野
晶
一
・
亀
井
隆
太
　
共
著

書書　　評評

連
携
協
定
の
一
環
、新
型
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
に
貢
献

秦
野
市
に
抗
菌
ス
プ
レ
ー
等
を
寄
贈


